
「杉並区区民等の意見提出手続」の結果報告書

１ 政策等の題名 杉並区就学前教育振興指針

２ 案の公表の日 平成２４年７月１１日

３ 意見提出期間 平成２４年７月１１日から平成２４年８月９日まで

（３０日間）

４ 意見提出実績

総数１２件（個人１０件、団体２件）、延べ２１項目

・郵送 ３件

・ＦＡＸ ２件

・電子メール ６件

・電子掲示板 １件

５ お寄せいただいたご意見の概要と区及び教育委員会の考え方

別紙１のとおり

６ 指針案の修正について

別紙２のとおり

７ 問い合わせ先

○ 杉並区保健福祉部保育課子供園担当

電話 ０３（３３１２）２１１１（代表）

○ 杉並区立済美教育センター就学前教育担当

電話 ０３（３３１１）００２１



別紙１

1

意見の概要と区及び教育委員会の考え方

№ 意見の概要 区及び教育委員会の考え方

【用語の定義】

１

就学前教育については、3歳児か
ら 5歳児までの就学前に限定せず、
乳幼児期全体の教育としてとらえ

るべきである。

ご指摘のとおり、乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基

礎が培われる極めて大切な時期と捉え、生後から小学校就学

前までの就学前教育の振興を図ることとしています。

２

「幼児育成施設」は、3歳児から
5 歳児までの施設と受け止めやす
い。

ご意見を踏まえて別紙２（№１）のとおり修正します。

３
「保育園」という表現は、正確

には「保育所」ではないか。

本指針案では、基本的に、一般に分かりやすい「保育園」

という表現を用いています。

【Ⅰ指針策定の趣旨・背景】

４

基本構想（10 年ビジョン）で掲
げている「戦略的・重点的な取組

み」という表現はいかがなものか。

基本構想は、幅広い区民の意見を参考にしながら区議会の

議決を経て策定したものであり、将来像の実現に向け、今後

10年を通して特に力を注ぐべきこととして、「戦略的・重点
的な取組み」を明らかにしています。

５

「就学前教育を振興する」とい

うよりも、「充実」するという表現

が適切ではないか。

区内の家庭、地域、公立・私立の乳幼児育成施設が連携・

協力して就学前の子どもたちの教育に取り組んでいく観点

から、「振興」という表現を用いています。

【Ⅲ杉並区の就学前教育をめぐる状況】

６

杉並区の就学前教育をめぐる状

況について、「児童憲章」や「子ど

もの権利条約」の視点を踏まえて

いるのか。

「児童憲章」や「子どもの権利条約」の理念を前提にしつ

つ、まとめています。

７

「5歳まで」とあるが、年長児は
誕生日がくると 6 歳になるので表
現を工夫すべきである。

ご意見を踏まえて別紙２（№6）のとおり修正します。

８

3ページの 3つ目の○の文章を、
「入学していきます。しかし･･･」

に変えてはどうか。

ご意見を踏まえて別紙２（№7）のとおり修正します。



№ 意見の概要 区及び教育委員会の考え方

2

【Ⅳ杉並区の目指す「就学前の子どもの姿」】

９

「○○できる」という言葉が、印象

として強く感じられる。「できる・でき

ない」ということが子どもの評価にな

り、成長のプロセスを大事にするとい

う視点が弱くなっているように思う。

ご意見を踏まえて別紙２（№9）のとおり修正します。

10

いつの時点の目標なのか曖昧で

ある。また、内容的に「学校教育

の生活や学習の基盤形成」が強調

されすぎており、親の焦りを増幅

しかねないように思う。

ご意見を踏まえて別紙２（№9）のとおり修正します。

【Ⅴ「就学前の子どもの姿」を実現するための目標と取組み方針】

11

「１目標」の家庭の目標につい

て、子どもにとって何よりも大切で

あるべき家庭の在り方・役割が目標

とかけ離れていく現状を考えると、

目標達成は困難を極めるのではな

いか。

目標に向けて、家庭における教育力の向上等の取組みを進

めていきます。

12

地域における教育力という点で

は、既に区立の図書館は「あかちゃ

んタイム」や「幼児への読み聞かせ

会」など、「就学前の子どもの教育」

に大きな役割を果たしており、図書

館のこれらの活動を今回の指針の

中で明確に位置づけるべきである。

ご意見を踏まえて別紙２（№12）のとおり修正します。

13
10ページの④の「保育者に対し」

は、「保育者が」とした方が良い。

ご意見を踏まえて別紙２（№19）のとおり修正します。

14

地域で子どもを育てたいという

障害児の保護者は多いが、障害児に

対する理解と配慮がないと難しい

ので、行政のきめ細かな対応を求め

る。

年齢や性別、障害の有無や立場を越えてお互いが理解しあ

えるよう、今後とも「心のバリアフリー」を推進していきま

す。



№№ 意見の概要 区及び教育委員会の考え方

3

15

本指針案に掲げた「子どもの成長

と学びへの切れ目ない支援」は大切

であり、現役世代の親サークルや子

育てサークルや子育て支援団体と

の連携も進めてもらいたい。

本指針案に基づき、関係団体等との連携を図りながら、子

育て支援の充実に向けて取組みを進めていきます。

【Ⅵ就学前教育の振興に向けて】

16

就学前教育を振興するためには、

区と教育委員会の一層の連携が必

要である。

就学前教育の振興に向けて、区と教育委員会の連携を強化

し、これまで以上に組織横断的な取組みを進めていきます。

【その他】

17

他区の保育園では４、５歳児の午

睡をやめている区もある。杉並区が

めざす「基本的な生活習慣を身につ

けた子ども」に育ってほしいなら、

区の保育園も４歳以上の子どもに

関しては昼寝制度を無くしていか

ないと早寝早起きが根付かない。

区立保育園では、生まれ月の違いなどから、午睡が必要な

い場合は、静かに本を読むようにするなど子どもの状況に応

じた保育を実践しています。

18

乳幼児期は、学校に入るための訓

練期間というより、人間の一生にお

いて、人間形成の土台を作る極めて

重要な時期である。

ご指摘のとおり、乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基

礎が培われる極めて大切な時期であると捉えています。

19

就学前教育を振興するにあたっ

ては、現役世代の意見の反映が重要

である。また、有識者の助言を得る

必要がある。

本指針案に基づく取組みを進める中で、必要に応じて現役

世代等の意見を聴きながら、就学前教育の振興を図っていき

ます。

20

就学前教育振興指針の策定を受

けて、区内の公立・私立の幼稚園、

保育園等における地域に根ざした

教育・保育の充実が図られることを

望む。

＜同趣旨 1項目＞

本指針案に基づく取組みを推進し、ご意見の趣旨を踏まえ

た就学前教育の振興を図っていきます。



別紙２

1

指針案の修正一覧

№ 修正箇所 修正前 修正後 修正理由

１ 用語の定義 ○ 幼児教育・・・・・・幼稚

園教育要領及び保育所保育指

針に則した３歳児から５歳児

までの教育のこと

○ 就学前教育･･･・・生後から

小学校就学前までの家庭、地

域、幼児育成施設における教

育を総称したもの（乳幼児期

の教育）

○ 幼児育成施設･･･公立・私立

を問わず、幼稚園、保育園な

どの乳幼児期における教育・

保育を行う施設のこと

○ 幼児教育・・・・・・幼稚

園教育要領及び保育所保育指

針に則した３歳児から５歳児

までの教育・保育のこと

○ 就学前教育･･･・・生後から

小学校就学前までの家庭、地

域、乳幼児育成施設における

教育・保育を総称したもの

○ 乳幼児育成施設･･･公立・私

立を問わず、幼稚園、保育園

などの乳幼児期における教

育・保育を行う施設のこと（グ

ループ保育室、家庭福祉員に

よる保育を含む）

★パブコメ

意見等を踏

まえ、より

適切な記述

に修正

※「幼児育成

施設」につい

ては、他の部

分もすべて修

正

２ Ⅰ指針策定の

背景･趣旨

（Ｐ１）

○ 乳幼児期は、心情や意欲、

基本的生活習慣など、生涯に

わたる人間形成の基礎が培わ

れる極めて大切な時期です。

そして、乳幼児期の教育（就

学前教育）は、その後の学校

教育における生活や学習の基

盤を整える重要な役割も担っ

ています。

○ 乳幼児期は、心情や意欲、

基本的生活習慣など、生涯に

わたる人間形成の基礎が培わ

れる極めて大切な時期です。

そして、乳幼児期の教育・保

育（就学前教育）は、その後

の学校教育における生活や学

習の基盤を整える重要な役割

も担っています。

☆より適切

な記述に修

正

３ 〃（Ｐ１） また、現在、国においては、

子ども・子育て支援関連の制度、

財源を一元化して新しい仕組み

を構築し、質の高い教育・保育

の一体的な提供や家庭における

養育支援の充実を図るため、い

また、現在、国においては、

いわゆる｢子ども・子育て関連３

法｣の成立を受けて、幼児期の学

校教育・保育、地域の子ども・

子育て支援の総合的な推進に取

り組んでいるところであり、次

☆現時点の

状況に合わ

せて修正

凡例：★パブコメに伴う修正

☆その他の修正



№ 修正箇所 修正前 修正後 修正理由

2

わゆる「子ども・子育て新シス

テム」の具体化に取り組んでい

るところであり、次代を担う子

どもに対する就学前教育の重要

性がますます高まってきている

といえます。

代を担う子どもに対する就学前

教育の重要性がますます高まっ

てきているといえます。

４ Ⅰ指針策定の

背景･趣旨

（Ｐ１）

○ 就学前教育は、家庭教育を

基盤としつつ、地域、そして

幼稚園や保育園など小学校就

学前の乳幼児が生活する全て

の場面で行われるものです。

そのため、家庭や地域、乳幼

児育成施設が、必要な連携・

協力を図りながら、それぞれ

のもつ教育機能をしっかりと

果たしていくことが重要とな

ります。

○ 就学前教育は、家庭教育を

基盤としつつ、地域、そして

幼稚園や保育園など小学校就

学前の乳幼児が生活するすべ

ての場面で行われるもので

す。そのため、家庭や地域、

乳幼児育成施設が、必要な連

携・協力を図りながら、それ

ぞれのもつ教育機能をしっか

りと果たしていくことが重要

となります。

☆よりわか

りやすい記

述に修正

※「全て」に

ついては、他

の部分もすべ

て修正

５ Ⅲ杉並区の就

学前教育をめ

ぐる状況

（Ｐ２）

○ 乳幼児期は、知・徳・体の

面や人間関係の面で急速に成

長する時期です。こうした子

どもの生活は家庭が全ての基

盤であり、家族との信頼関係

を確立することが乳幼児期の

成長と学びの第一歩となるこ

とから、家庭が乳幼児に与え

る影響は極めて大きいといえ

ます。

○ 乳幼児期は、知・徳・体の

面や人間関係の面で急速に成

長する時期です。こうした子

どもの生活は家庭が基盤であ

り、家族との信頼関係を確立

することが乳幼児期の成長と

学びの第一歩となることか

ら、家庭が乳幼児に与える影

響は極めて大きいといえま

す。

☆より適切

な記述に修

正

６ 〃（Ｐ３） ○ 現在、区内の０歳から５歳

までの乳幼児は、幼稚園に全

体数の約３０％、保育園に同

じく約３０％が就園してお

り、残る約４０％は在宅等と

いう状況になっています。こ

のうち、０歳から２歳までに

限って見ると、在宅等の割合

が約６０％と高くなっていま

すが、３歳から５歳までの子

○ 現在、区内の０歳児から５

歳児までの乳幼児は、幼稚園

に全体数の約３０％、保育園

に同じく約３０％が就園して

おり、残る約４０％は在宅等

という状況になっています。

このうち、０歳児から２歳児

までに限って見ると、在宅等

の割合が約６０％と高くなっ

ていますが、近年では、保育

★パブコメ

意見等を踏

まえ、より

適切な記述

に修正



№ 修正箇所 修正前 修正後 修正理由

3

どもの９０％以上は幼児育成

施設に通っています。

園等の乳幼児育成施設への入

所希望が増えてきています。

一方、３歳児から５歳児まで

の子どもの９０％以上は乳幼

児育成施設に通っています。

７ Ⅲ杉並区の就

学前教育をめ

ぐる状況

（Ｐ３）

就学前の子どもたちは、やが

て大きな期待や希望を胸に小学

校へ入学していきますが、その

中には、人とのかかわりが上手

くできずに小学校生活になじめ

なかったり、基本的な生活習慣

が身についていない、人の話を

きちんときくことができないな

どの実態が少なからず見受けら

れます。

就学前の子どもたちは、やが

て大きな期待や希望を胸に小学

校へ入学していきます。しかし、

その中には、人とのかかわりが

上手くできずに小学校生活にな

じめなかったり、基本的な生活

習慣が身についていない、人の

話をきちんと聞くことができな

いなどの実態が少なからず見受

けられます。

★パブコメ

意見等を踏

まえ、より

わかりやす

い記述に修

正

８ 〃（Ｐ３） ○ これらの状況から、区内の

全ての家庭、地域、幼児育成

施設が、子どもの発達や学び

の連続性を考慮しつつ、小学

校に入学する前の段階で、ど

のような子どもに育ってほし

いのか、身につけてほしいこ

とは何か等を共通理解すると

ともに、一層の連携・協力を

図りながら杉並区全体で次代

を担う全ての乳幼児の健やか

な育成を図ることが重要で

す。

○ これらの状況から、区内の

すべての家庭、地域、乳幼児

育成施設が、子どもの発達や

学びの連続性を考慮しつつ、

概ね小学校就学前の段階まで

に身につけてほしいこと等の

共有を図るとともに、一層の

連携・協力に努めながら杉並

区全体で次代を担うすべての

乳幼児の健やかな育成に取り

組むことが重要です。

☆よりわか

りやすく適

切な記述に

修正

９ Ⅳ杉並区の目

指す「就学前

の 子 ど も の

姿」（Ｐ４、５）

この「就学前の子どもの姿」

は、杉並区の就学前教育をめぐ

る状況を認識した上で、「杉並区

教育ビジョン２０１２」が目指

す人間像を実現するための５つ

の育みたい力を踏まえ、幼稚園

教育要領及び保育所保育指針に

示された就学前教育に必要とさ

れる５領域の考え方等を考慮し

この「就学前の子どもの姿」

は、杉並区の就学前教育をめぐ

る状況を認識した上で、「杉並区

教育ビジョン２０１２」が目指

す人間像を実現するための５つ

の育みたい力を踏まえ、幼稚園

教育要領及び保育所保育指針に

示された就学前教育に必要とさ

れる５領域の考え方等を考慮

★パブコメ

意見等を踏

まえ、より

適切でわか

りやすい記

述に修正



№ 修正箇所 修正前 修正後 修正理由

4

てまとめています。

○ 基本的な生活習慣を身につ

けた子ども

・あいさつができる子ども

・よく遊びよく食べよく眠る子ども

・自分のことは自分でしようと

する子ども

・良い姿勢でいすに座れる子ども

・手洗いやうがいなど健康な生

活に必要な習慣が身についてい

る子ども

○ 豊かで強い心と健やかでた

くましい体をもつ子ども

・自然の事象に感動する子ども

・気付き、疑問を感じる心をも

つ子ども

・あきらめずにがんばる子ども

・何でもやってみようとする子

ども

・戸外でのびのび遊ぶ子ども

○ しっかりと話を聞き、進ん

で話をすることができる子ども

・相手に顔を向けて人の話を聞

くことができる子ども

・自分の思いを言葉で伝えられ

る子ども

・相手の気持ちを感じとること

ができる子ども

○ 自分で考え行動し、きまり

や約束が守れる子ども

・良いことや悪いことがあるこ

し、概ね小学校就学前の段階に

おける目指す姿として大きく５

つにまとめています。また、そ

れぞれの姿がイメージしやすい

ように例を示しています。

○ 基本的な生活習慣を身につ

けている子ども

日常のあいさつを行い、食事

前の手洗い・うがいなど健康に

必要な習慣を身につけ、自分で

できることは自分でしようとし

ます。

○ 豊かで強い心と健やかでた

くましい体をもつ子ども

元気よく遊び、よく食べよく

眠り、自然やものごとに感動し

たり、関心をもって何でもやっ

てみようとします。

○ しっかりと話を聞き、進ん

で話をする子ども

先生や友だちの話を聞いた

り、自分の思ったことを相手に

伝えたりして、相手の気持ちを

感じ取ろうとします。

○ 自分で考え行動し、きまり

や約束を守る子ども

良いことや悪いことがあるこ
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とを知り、考えながら行動でき

る子ども

・きまりや約束を守ることがで

きる子ども

・その場の状況を理解し、今の

時間は何をしたらいいのかが分

かる子ども

・自分の物や友だちの物を大切

にできる子ども

○ やさしさや思いやりの心を

もち、友だちと協同して遊ぶこ

とができる子ども

・友だちを思いやることができ

る子ども

・自分を好きになり友だちを大

切にできる子ども

・友だちと一緒に考えられ、協

力・工夫して遊ぶ楽しさを感じ

られる子ども

・生命をいつくしむ気持ちがも

てる子ども

とに気付き、考えながら行動し

たり、きまりや約束を守ろうと

したり、自分のものや友だちの

ものを大切にしようとします。

○ やさしさや思いやりの心を

もち、友だちと協同して遊ぶ

子ども

友だちへの思いやりや生命を

いつくしむ気持ちをもち、友だ

ちと協力したり、工夫したりし

て遊ぼうとします。

10 Ⅴ「就学前の

子どもの姿」

を実現するた

めの目標と取

組み方針

（Ｐ６）

区は、「就学前の子どもの姿」

の実現を目指し、次の目標と方

針を掲げて必要な取組みを進め

ます。

区は、「就学前の子どもの姿」

の実現を目指し、家庭、地域、

乳幼児育成施設が連携・協力し

つつ、次の目標と方針に基づく

取組みを進めます。

☆より適切

な記述に修

正

11 〃（Ｐ６） ○ 地域は、様々な人々と連

携・協力しながら、一体となっ

て「社会の宝」である子どもの

成長と学びを支援します

○ 地域は、様々な人々と連

携・協力しながら、一体となっ

て子どもの成長と学びを支援し

ます

☆より適切

な記述に修

正

12 〃（Ｐ７） ① 家庭教育への支援

保護者と子どもが共に育つ観

点から、保護者が家庭教育につ

いて学習する機会や、保護者同

① 家庭教育への支援

保護者と子どもが共に育つ観

点から、保護者が家庭教育につ

いて学習する機会や自分の子ど

★事業名の

変更（家庭

学級→家庭

教育講座）
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士が交流し学びあえる場を拡充

することなどを通して、親自身

の学びとつながりづくりを支援

します。

【主な取組み】

・乳幼児親子のつどいの場の充実

・家庭学級の実施

・子育てサイトの充実

・父親の家事・育児講座の実施

も以外の子どもとふれあう場、

保護者同士が交流し学びあえる

場を拡充することなどを通し

て、保護者自身の学びとつなが

りづくりを支援します。

【主な取組み】

・乳幼児親子のつどいの場の充実

・家庭教育講座の実施

・子育てサイトの充実

・父親の家事・育児講座の実施

・区立図書館による子育て支援

事業（ブックスタート、あかち

ゃんタイム）の実施

及びより適

切な記述に

修正すると

ともに、パ

ブコメ意見

を踏まえて

記述を追記

13 Ⅴ「就学前の

子どもの姿」

を実現するた

めの目標と取

組み方針

（Ｐ７）

② 子育て相談体制の充実

保護者の子育て不安や悩みに

適切に対応するため、妊娠届出

や出産育児準備教室、乳児家庭

全戸訪問、乳幼児健康診査等の

機会を活用し、母子保健や育児

全般に関する相談体制を充実し

ます。また、子どもへの虐待や

育児放棄などに迅速かつ的確に

対応するよう、子ども家庭支援

センターの機能強化を図るとと

もに、関係機関との連携・協力

による相談・支援体制を充実し

ます。

② 子育て相談体制の充実

保護者の子育て不安や悩みに

適切に対応するため、妊娠届出

や出産育児準備教室、乳児家庭

全戸訪問、乳幼児健康診査等の

機会を活用し、母子保健や育児

全般に関する相談体制を充実し

ます。また、子どもへの虐待の

未然防止の取組みを強化すると

ともに、虐待を受けた子どもへ

の対応を迅速かつ的確に行える

よう、子ども家庭支援センター

の機能強化を図るとともに、関

係機関との連携・協力による相

談・支援体制を充実します。

☆より適切

な記述に修

正

14 〃（Ｐ７） ③ 一時預かり保育の充実

乳幼児を抱える保護者が通院

などの用事やリフレッシュした

いときに、身近な場所で短時間

保育を行う一時預かり保育を充

実し、子育て家庭の負担感を軽

減し、保護者のゆとりある子育

てを支援します。

③ 一時預かり保育の充実

乳幼児を抱える保護者が通院

などの用事やリフレッシュした

いときに、身近な場所で短時間

保育を行う一時預かり保育を充

実し、ゆとりある子育てができ

るよう支援します。

☆より適切

な記述に修

正



№ 修正箇所 修正前 修正後 修正理由

7

15 〃（Ｐ８） ④ 特別な支援を必要とする子

どもへの支援推進

乳幼児健康診査や専門医等に

よる相談、こども発達センタ

ーによる療育の充実を図るこ

となどを通して、発達障害を

含む特別な支援を必要とする

子どもの成長と学びへの支援

を推進します。

【主な取組み】

・乳幼児健康診査の充実

・保護者の相談事業（こころ

の相談、グループカウンセリ

ング、子育て相談サロン）の

充実

・ゆうライン相談等の充実

・発達障害児の支援の充実

④ 特別な支援を必要とする子

どもへの支援推進

乳幼児健康診査や専門医等に

よる相談、こども発達センタ

ーによる療育の充実を図るこ

となどを通して、発達障害を

含む特別な支援を必要とする

子どもの成長と学びへの支援

を推進します。

【主な取組み】

・乳幼児健康診査の充実

・保護者の相談事業（こころ

の相談、グループカウンセリ

ング、子育て相談サロン）の

充実

・ゆうライン相談等の充実

・発達相談、グループ指導の

充実

☆よりわか

りやすい記

述に修正

16 Ⅴ「就学前の

子どもの姿」

を実現するた

めの目標と取

組み方針

（Ｐ８、９）

① 地域における子育て・教育

支援のネットワークづくりの

支援

中学校を中心とした区域単位

で組織している地域教育連絡

協議会の成果を発展的に継承

した地域教育推進協議会をモ

デル設置するなど、乳幼児を

含む子どもの子育て・教育を

支援するため、地域の多様な

主体が連携・協力しながら自

主的に取り組むネットワーク

づくりを支援します。

【主な取組み】

・地域教育推進協議会のモデ

ル設置

・家庭教育フォーラムの開催

・地域子育てネットワーク事

業（区民・ＮＰＯ等の自主的

活動支援とネットワークづく

り）

① 地域における子育て・教育

支援のネットワークづくりの

支援

中学校を中心とした区域単位

で組織している地域教育連絡

協議会の成果を発展的に継承

した地域教育推進協議会をモ

デル設置するなど、乳幼児を

含む子どもの子育て・教育を

支援するため、地域の多様な

主体が連携・協力しながら自

主的に取り組むネットワーク

づくりを支援します。

【主な取組み】

・地域教育推進協議会のモデ

ル設置

・家庭教育フォーラムの開催

・地域子育てネットワーク事

業（区民・ＮＰＯ等の自主的

活動支援とネットワークづく

り）の実施

☆より適切

な記述に修

正
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17 〃（Ｐ９） ① 幼児育成施設におけるカリ

キュラムの充実

就学前の学びが小学校へ円滑

に接続していくよう、公立・私

立を問わず全ての幼児育成施設

で活用できるカリキュラムの充

実を図り、就学前から小学校ま

での切れ目のない学びを支援し

ます。

【主な取組み】

・（仮称）幼保小連携カリキュラ

ムの策定・推進

・区立保育園保育実践方針の推進

・区立子供園育成プログラムの推進

② 乳幼児育成施設の保育者の

資質向上

就学前の子どもが質の高い就

学前教育を受けられるよう、公

立・私立の幼児育成施設が連

携・協力して合同研修を実施す

るなど、就学前教育の担い手で

ある幼児育成施設の保育者の資

質の向上に取り組みます。

【主な取組み】

・保育者研修の充実

・公立・私立保育者の合同研修

の充実

① 乳幼児育成施設におけるカ

リキュラムの充実

公立・私立を問わずすべての

乳幼児育成施設で活用できるカ

リキュラムの充実を図り、就学

前教育と小学校教育が円滑に接

続していくことができる、切れ

目のない学びを支援します。

【主な取組み】

・（仮称）幼保小連携カリキュラ

ムの策定・推進

・区立保育園保育実践方針の推進

・区立子供園育成プログラムの推進

② 乳幼児育成施設の保育者の

資質向上

就学前の子どもが質の高い就

学前教育を受けられるよう、公

立・私立の乳幼児育成施設が連

携・協力して合同研修を実施す

るなど、就学前教育の担い手で

ある乳幼児育成施設の保育者の

資質の向上に取り組みます。

【主な取組み】

・心理職員による巡回指導の実

施

・保育者研修の充実

・公立・私立保育者の合同研修

の充実

☆よりわか

りやすく適

切な記述に

修正

18 Ⅴ「就学前の

子どもの姿」

を実現するた

めの目標と取

組み方針

③ 幼保小連携の推進

公立・私立を問わず全ての幼

児育成施設と小学校の円滑な接

続を目指し、小学校入学前の子

どもと小学校児童の各種交流活

③ 幼保小連携の推進

公立・私立を問わずすべての

乳幼児育成施設と小学校の円滑

な接続を目指し、小学校就学前

の子どもと小学校児童の各種交

☆よりわか

りやすい記

述に修正
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（Ｐ10） 動を充実するとともに、幼児育

成施設の保育者と小学校の教員

がそれぞれの教育・保育内容の

相互理解と連携を深めること

や、幼児育成施設と小学校の保

護者同士の交流機会を充実する

ことなどを通して、幼保小連携

の取組みを推進します。

【主な取組み】

・幼保小連携教育の推進

流活動を充実するとともに、乳

幼児育成施設の保育者と小学校

の教員がそれぞれの教育・保育

内容の相互理解と連携を深める

ことや、乳幼児育成施設と小学

校の保護者同士の交流機会を充

実することなどを通して、幼保

小連携の取組みを推進します。

【主な取組み】

・幼保小連携教育の推進

19 Ⅴ「就学前の

子どもの姿」

を実現するた

めの目標と取

組み方針

（Ｐ10）

④ 連続性のある特別支援教育

の推進

幼児育成施設における保育者

に対し、発達障害を含む特別支

援教育に関する正しい理解と知

識を深めていくとともに、特別

支援教育に関する幼児育成施設

での取組みを小学校・中学校に

おける取組みに活かすなど、就

学前から義務教育期間までの連

続性のある特別支援教育を推進

します。

④ 連続性のある特別支援教育

の推進

乳幼児育成施設における保育

者が、発達障害を含む特別支援

教育に関する正しい理解と知識

を深めていくとともに、特別支

援教育に関する乳幼児育成施設

での取組みを小学校・中学校に

おける取組みに活かすなど、就

学前から義務教育期間までの連

続性のある特別支援教育を推進

します。

★パブコメ

意見を踏ま

えてより適

切な記述に

修正

20 Ⅵ 就学前教

育の振興に向

けて（P11）

○ 杉並区における就学前教育

を振興するためには、就学前

教育の担い手である家庭、地

域、公立・私立の幼児育成施

設が、本指針の趣旨等を共通

理解した上で、連携・協力を

図りながら、それぞれの役割

を主体的かつ積極的に果たし

ていくことが求められます。

○ 杉並区における就学前教育

を振興するためには、就学前

教育の担い手である家庭、地

域、公立・私立の乳幼児育成

施設が、本指針の趣旨等を踏

まえた上で、連携・協力を図

りながら、それぞれの役割を

主体的かつ積極的に果たして

いくことが求められます。

☆より適切

な記述に修

正
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